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公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
り
、

各
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
は
、

毎
年
少
な
く
と
も
１
回
、
選
挙
人

名
簿
抄
本
の
閲
覧
状
況
に
つ
い
て

公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
中
の
選
挙
人
名
簿

の
抄
本
の
閲
覧
申
出
者
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

閲
覧
で
き
る
場
合

１　

特
定
の
者
が
選
挙
人
名
簿
に

　
　

登
録
さ
れ
た
者
で
あ
る
か
ど

　
　

う
か
確
認
す
る
た
め
に
閲
覧

　
　

す
る
場
合

２　

公
職
の
候
補
者
等
、
政
党
そ

　
　

の
他
の
政
治
団
体
が
政
治
活

　
　

動
・
選
挙
運
動
を
行
う
た
め

　
　

に
閲
覧
す
る
場
合

３　

統
計
調
査
、
世
論
調
査
、
学

　
　

術
研
究
、
そ
の
他
の
調
査
研

　
　

究
で
公
益
性
が
高
い
と
認
め

　
　

ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
政
治
・

　
　

選
挙
に
関
す
る
も
の
を
実
施

　
　

す
る
た
め
に
閲
覧
す
る
場
合

情
報
公
開
制
度

　

町
が
持
っ
て
い
る
情
報
を
皆
さ

ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
公
開
す

る
制
度
で
す
。
公
開
請
求
さ
れ
た

情
報
は
原
則
と
し
て
公
開
し
ま
す

が
、
個
人
に
関
す
る
情
報
な
ど
条

例
で
定
め
る
非
公
開
情
報
は
、
公

開
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

公
開
請
求
を
す
る
場
合
は
、
公

開
請
求
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　

町
が
持
っ
て
い
る
個
人
情
報
を

適
正
に
取
り
扱
う
た
め
の
ル
ー
ル

を
定
め
る
と
と
も
に
、
本
人
か
ら

の
請
求
に
応
じ
て
自
己
情
報
の
開

示
や
訂
正
な
ど
を
行
う
制
度
で
す
。

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
町
の
事
務

に
つ
い
て
は
、
事
務
の
名
称
な
ど

を
記
載
し
た
登
録
簿
を
作
成
し
て

い
ま
す
の
で
、
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、

開
示
請
求
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

問　選挙管理委員会（総務課）
　　　　　　　　　☎84-0310

問　総務課　☎84-0310

閲覧状況公表

運用状況のお知らせ

選挙人名簿抄本

情報公開制度・
個人情報保護制度

■選挙人名簿抄本の閲覧状況
年月日 平成26年3月10日

申出者 ㈱時事通信社

代表者および
所在地

代表取締役社長　
西澤豊
東京都中央区5－15－8

利用目的
ニュース報道のための
有権者意識調査

閲覧に係る
選挙人の範囲

吉田島地区（102件）

　

■在外選挙人名簿抄本の閲覧状況
　期間中の在外選挙人名簿抄本の閲覧は、
ありませんでした。

区分 全部公開 一部公開 非公開 その他 合計

公文書公開請求 2件 5件 0件 2件 9件

開示請求件数 訂正請求件数 是正の申出 合計

３件 ０件 ０件 ３件

■平成25年度の情報公開制度運用状況

■平成25年度の個人情報保護制度運用状況

請
求
か
ら
公
開
ま
で
の
流
れ

①
公
開
の
請
求

　

所
定
の
請
求
書
を
総
務
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
自
己
情
報
の

開
示
、
訂
正
、
利
用
停
止
請
求
を

す
る
場
合
に
は
、
本
人
で
あ
る
こ

と
を
証
明
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
が
必
要

で
す
。

　
　
　
　
　

↓

②
決
定
通
知
書
の
送
付

　

原
則
請
求
を
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
15
日
以
内
に
決
定
さ
れ
、
そ

の
結
果
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　

↓

③
公
開

　

公
開
又
は
一
部
公
開
の
決
定
が

な
さ
れ
た
場
合
は
、
総
務
課
窓
口

に
て
、
請
求
し
た
行
政
情
報
を
閲

覧
で
き
ま
す
。
写
し
の
交
付
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、
費
用
を
負
担

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　

↓

④
不
服
申
立
て

　

決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、

決
定
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60
日
以
内

に
申
し
立
て
で
き
ま
す
。

教
え
て
！


